
改葬許可申請について 
 
① 現在、お墓のある市町村に改葬の申請をします。 

お墓の移転先の市町村での手続きの必要はありません。 

 

 

② 必要なものは以下の２点です。 

１．改葬許可申請書 

２．新しいお墓の受入証明書または墓地使用許可証等（発行可能な場合） 

 

 

③ 改葬許可申請書を役場窓口で受け取るか、ホームページからダウンロード 

し、別紙の記入例に沿ってご記入ください。 

１．死亡時の住所や本籍、埋葬年月日が不明な時は、不詳でかまいません。 

２．申請書は人数分必要になります。 

※新しいお墓の管理者の許可がある場合は、１申請に複数人まとめることも

可能です。 

３．現在のお墓の管理者に印鑑をもらってください。 

※個人墓地の場合は土地の管理者の印鑑になります。 

   

 

④ 改葬許可申請書を役場窓口にて提出してください。 

・役場窓口の場合…基本的に決裁のため３日～４日後の発行になります。 

なお、即日発行も可能ですので、ご相談ください。 

 

 

⑤ 役場から発行された改葬許可書を新しいお墓の管理者に提出して、改葬を

おこなってください。 

 



 


